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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべき

との申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 5101-20:2018 は改正

され，この規格に置き換えられ，また，JIS C 5101-20-1:2010 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 5101 規格群（電子機器用固定コンデンサ）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 5101-1 第 1 部：品目別通則 

JIS C 5101-2 第 2 部：品種別通則：固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィルム直流コ

ンデンサ 

JIS C 5101-2-1 第 2-1 部：ブランク個別規格：固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィ

ルム直流コンデンサ 評価水準 E 及び EZ 

JIS C 5101-3 第 3 部：品種別通則：表面実装用固定タンタル固体（MnO2）電解コンデンサ 

JIS C 5101-3-1 第 3-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定タンタル固体（MnO2）電解コンデン

サ 評価水準 EZ 

JIS C 5101-4 第 4 部：品種別通則－固定アルミニウム固体（MnO2）及び非固体電解コンデンサ 

JIS C 5101-4-1 第 4-1 部：ブランク個別規格：アルミニウム非固体電解コンデンサ－評価水準 EZ 

JIS C 5101-4-2 第 4-2 部：ブランク個別規格：アルミニウム固体（MnO2）電解コンデンサ－評価水

準 EZ 

JIS C 5101-8 第 8 部：品種別通則：固定磁器コンデンサ 種類 1 

JIS C 5101-8-1 第 8-1 部：ブランク個別規格：固定磁器コンデンサ 種類 1 評価水準 EZ 

JIS C 5101-9 第 9 部：品種別通則：固定磁器コンデンサ 種類 2 

JIS C 5101-9-1 第 9-1 部：ブランク個別規格：固定磁器コンデンサ 種類 2 評価水準 EZ 

JIS C 5101-11 第 11 部：品種別通則：固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コン

デンサ 

JIS C 5101-11-1 第 11-1 部：ブランク個別規格：固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく

直流コンデンサ 評価水準 EZ 

JIS C 5101-13 第 13 部：品種別通則：固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデンサ 

JIS C 5101-13-1 第 13-1 部：ブランク個別規格：固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデ

ンサ 評価水準 E 及び EZ 

JIS C 5101-14 第 14 部：品種別通則：電源用電磁障害防止固定コンデンサ 

JIS C 5101-14-1 第 14-1 部：ブランク個別規格：電源用電磁障害防止固定コンデンサ－評価水準 DZ 

JIS C 5101-14-2 第 14-2 部：ブランク個別規格：電源用電磁障害防止固定コンデンサ－安全性試験 

JIS C 5101-15 第 15 部：品種別通則：固定タンタル非固体又は固体電解コンデンサ 
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準 E 
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ンデンサ 評価水準 E 及び EZ 
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日本産業規格          JIS 
 C 5101-20：2025 
 (IEC 60384-20：2023) 

電子機器用固定コンデンサ－ 
第 20 部：品種別通則：表面実装用固定メタライズド

ポリフェニレンスルフィドフィルム直流コンデンサ 
Fixed capacitors for use in electronic equipment- 

Part 20: Sectional specification-Fixed metallized polyphenylene sulfide film 
dielectric surface mount DC capacitors 

 
序文 

この規格は，2023 年に第 4 版として発行された IEC 60384-20 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。この規格と

旧規格との箇条などの対応関係の一覧表を参考として附属書 X に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS C 5101-1:2023 を品目別通則とする品種別通則であり，電子機器用の表面実装用固定メ

タライズドポリフェニレンスルフィドフィルム直流コンデンサ（以下，コンデンサという。）について規定

する。この規格は，誘電体がポリフェニレンスルフィドでその上にメタライズドされた電極をもつ表面実

装用固定コンデンサに適用する。このコンデンサは，はんだ付け用基板端子又はメタライズドされた電極

面をもち，ハイブリッド回路基板又はプリント基板に直接取り付けることが可能なもので，使用条件によ

っては，“自己回復作用”が発生する場合がある。また，定格電圧に対して交流成分が小さい場合に用いる。 

この規格の目的は，この品種のコンデンサの推奨する定格及び特性を規定するとともに，JIS C 5101-

1:2023 から適切な品質評価手順，並びに試験方法及び測定方法を選定し，この品種のコンデンサの一般的

な要求性能を示すことである。この規格を引用する個別規格で規定する試験の厳しさ及び要求事項は，こ

の規格と同等又は高い水準であり，この規格よりも低い水準であってはならない。 

電磁障害防止用コンデンサは，この規格を用いず，JIS C 5101-14 を適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60384-20:2023，Fixed capacitors for use in electronic equipment－Part 20: Sectional specification－

Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric surface mount DC capacitors（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 
  


